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「配慮が必要です」のメッセージ、届いていますか？

　障がい福祉課（市役所1階）、保健と福祉のまるごと相談窓口エールU（市役所1階）、保健予防課（竹林
町・保健所内）、子ども発達センター（鶴田町）、各地区市民センター・出張所などで配布しています。

　
障
が
い
の
あ
る
人
は
、
日
常
生
活
の

中
で
不
便
に
感
じ
る
こ
と
や
困
難
に
感

じ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
中
に
は
、差
別
や
偏
見
に
よ
る
も
の
、

道
路
や
施
設
の
段
差
な
ど
、
周
囲
の
人

の
理
解
や
配
慮
が
あ
れ
ば
解
消
で
き
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
障
が
い
の
あ
る
人
が
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
困
っ
て
い
る
姿
を

見
か
け
た
ら
、「
何
か
お
困
り
で
す
か
」

と
勇
気
を
出
し
て
声
を
掛
け
て
み
て
く

だ
さ
い
。

　
今
年
の
11
月
、
聴
覚
に
障
が
い
が
あ

る
人
の
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
競
技
大
会

で
あ
る
夏
季
デ
フ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
、
日

本
で
初
め
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
大
会
を
契
機
と
し
て
、
障
が
い

の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

人
が
、
共
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
互

い
に
違
い
を
認
め
、
尊
重
し
合
う
共
生

社
会
の
実
現
に
向
け
、
一
人
ひ
と
り
の

理
解
が
一
層
深
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

　障がい者週間は、障がいへの関心と理解を深め、障がい者があら
ゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める1週間です。この
機会に、障がいのある人もない人も共に支えあう地域共生社会の実
現に向け、一人ひとりができることを考えてみましょう。
問障がい福祉課☎（632）2353

12月３～９日は

障がい者週間

ま
ず
は
理
解
す
る
こ
と
か
ら

始
め
よ
う

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

互
い
に
尊
重
し
合
う
社
会
へ

　障がいのある人などが、配慮を
必要としていることを周りに知ら
せ る マ ー ク で す。
かばんなどに付け
て使用します。マー
クを付けている人
が困っていたら、声
を掛けてください。

　障がいのある人などが、障
がいの特性や、支援を受ける
際に必要な情報などを事前に
記入し、いざという時に支援
をお願い
しやすく
するカー
ドです。

　障がいのある人などが、周囲に
理解して欲しいことや配慮をお願
いしたいことを伝えるシールで
す。ヘルプマークや、携帯電話、
手帳などに
貼って使用
します（全
27種類）。

ヘルプマーク ヘルプカード ヘルプシール

７月20日が

ヘルプマークの日に

制定されました！

※‌�写真　右から、「おべんとう・そうざい あかり」取締役　橋
はし

本
もと

　峻
たか

邦
くに

さん、施設利用者　二
に

戸
と

　健
けん

太
た

さん、調理担当　飯
いい

島
じま

　一
かず

樹
き

さん。
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わく・わくショップＵとは？
　市役所1階にある障がい者支援施設等製品販売所です。
障がい者施設で作られた、パンや焼き菓子、お弁当、野菜、
手作り雑貨など、さまざまな製品が販売されています。
▼営業日　月～金曜日（祝休日を除く）。
▼営業時間　午前10時～午後3時。
▼会場　市役所1階南玄関付近。
問障がい福祉課☎（632）2229、わく・
わくショップＵ☎（632）7397

イベントに参加して
理解を深めよう

■障がい者アート作品のW
ウ ェ ブ

EB作品展公開 ID 1036740
▼‌�公開開始　12月1日。
▼‌�内容　「うつのみやわく・わくアー

トコンクール」応募作品と「うつの
みやふれあい文化祭」展示作品を
WEBで公開。

問障がい福祉課☎（632）2228
■うつのみやわく・わくアートコンクール2025　
入賞作品巡回展 ID 1017140
▼‌�日時　①12月2～4日②12月6～8日。午前10時～

午後4時。
▼‌�会場　①済生会宇都宮病院（竹林町）②ミライト

一条（一条１丁目）。
▼‌�内容　絵画や造形作品など、障がい者支援施設で

制作した入賞作品の展示。
問障がい福祉課☎（632）2228

■わく・わくショップＵ障がい者週間特別販売会
　 ID 1004235

▼日時　12月5日（金）午前10時～午後2時30分。
▼会場　市役所１階市民ホール。
▼‌�内容　市内の障がい者支援施設（20施設）で作製

した製品の販売。
■手話および点字体験
▼日時　12月6日（土）午前11時～午後1時。
▼会場　ミライト一条。
▼‌�内容　あいさつや自己紹介などの簡単な手話や、

点字を体験。
▼‌�その他　うつのみやわく・わくアートコンクール

2025入賞作品巡回展と、手話および点字体験を巡
るスタンプラリーを実施します。すべて参加する
と、先着50人にエコバッグをプレゼントします。

問障がい福祉課☎（632）2673

販売予定表や製品の
紹介はこちらから

▲わく・わくショップU

▲わく・わくバーチャル
　美術館U 9月23日が

「手話の日」
に制定され
ました！

　一つ一つ手作りで丁寧
に作られた、キーホル
ダーやアクセサリーなど
の雑貨が並んでいます。

　和洋中さまざまなメ
ニューのお弁当や、豊富な
品揃えのパンなどを毎日正
午ごろから販売しています。

　障がい者の積極的な雇用や労働環境
の配慮など、障がい者の就労支援やサ
ポートに積極的な企業や団体を市が認定
します（令和7年11月1日時点、16事業
者）。認定企業・団体には、「認定証」や

店舗入り口に張ることができる「認定
ステッカー」を配布する他、市 で企
業名や活動内容を公表し、協力企業と
して広く周知します。
問障がい福祉課☎（632）2229

　私は、「おべんとう・そうざい あかり」
で調理を担当しています。お客さんにお弁
当を買っていただき、おいしかったという
声を聞くとやりがいを感じます。また、ス
タッフ同士の仲がとても良く、風通しのい
い職場です。私のおすすめのお弁当は「の
りから明太弁当」です。わく・わくショッ
プUに出店することもありますので、市役所
1階か「おべんとう・そうざい　あかり」へ
ぜひ一度、お立ち寄りください。

障がい者の就労を支援する企業などを市が認定します ID 1036771

▲障がい者サポート企業
制度認定ステッカー

おべんとう・そうざい あかり

二
に

戸
と

　健
け ん

太
た

 さん

障がい者就労支援事業所で
働く施設利用者にお話を伺いました
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障がいに関する相談

■緊急時相談支援事業 ID 1043712
　在宅で生活する障がいのある人を介護している家族
などが、突発的な病気や入院などにより不在となって
しまう「緊急時」において、夜間休日を含む電話相談
受け付けや、必要に応じ施設との緊急受け入れ調整を
行う「緊急時相談支援事業」を実施しています。
▼‌�対象　次のすべてに当てはまる人。①市内在住の

18歳以上65歳未満の在宅の障がい者②障がい福祉
サービスを利用していない人、もしくはサービスを
利用していても、指定相談支援事業者と契約を締
結していない人（セルフプランの人）③本事業にお
ける「緊急時」の状況となることが想定される人。

問障がい福祉課☎（632）2364

■障がい者等体験的宿泊支援事業 ID 1043706
　障がいのある人が、グループホームでの宿泊を通
して、保護者からの自立を体験する「体験的宿泊支
援事業」を実施しています。　
▼‌�対象　平成20年４月１日以前に生まれた市内在住

の障がいのある人で、宿泊を
伴うサービスを利用していな
い人。

▼‌�費用　食費や光熱水費などの
実費（2,000円程度）がかか
ります。

▼‌�申込期限　令和8年1月30日。
問障がい福祉課☎（632）2673

支援事業をご活用ください

　障がい者生活支援センターでは、障がいの種別に関わらず、障がいに関するさまざまな相談に応じ、障がい者
が地域で安心して暮らせるよう、地域での生活に必要な支援を行います。

　日常的に親からのサポートを受けながら生活して
きた障がい者は、親の病気や高齢化などにより介護
を受けられなくなった場合、さまざまな問題に直面
してしまいます。

　障がいのある子どもが将来、安心して暮らしてい
けるよう、親が元気なうちに「親な
き後」を考え、準備をしておくこと
が重要です。

▼‌�日時　令和8年１月20日（火）午後1時30分～4時40
分。

▼会場　雀宮地区市民センター（新富町）。
▼‌�内容　障がいのある子をもつ親が「親なき後」に

備えるため、自分が元気なうちに子どもの将来の
ための相続や財産管理について弁護士に相談でき
る場として、無料の個別相談会を実施します。

▼対象　市内在住の障がいのある人の家族。

▼定員　先着6人。
▼申込開始　12月3日。
▼‌�申込方法　障がい福祉課（市役所1階）に置いて

ある申込書（市 からも取り出し可）に必要事項
を書き、直接または送付・ファクス・Eメールで、
〒320-8540市役所障がい福祉課☎（632）2364、

（636）0398、 u1904@city.utsunomiya.
tochigi.jpへ。

事業所名 電話番号 担当地区
障がい者生活支援センターひかり（若草４丁目） ☎（678）3077 西部

障がい者生活支援センターサポートみゆき（海道町） ☎（661）5116 東部

障がい者生活支援センタークライス（桜2丁目） ☎（666）5911 中央部

障がい者生活支援センタースローライフ（下金井町） ☎（678）8781 北部

障がい者生活支援センターとみや（宝木町） ☎（612）8120 南部

障 が い 者 生 活 支 援 セ ン タ ー

親 な き 後 の 備 え

ID 1004191

ご相談ください

障がいのある人の「親なき後」に関する弁護士個別相談会を実施します ID 1043708

詳しくは、市 を
ご覧ください！

12月３～９日は

障がい者週間

ID 1043705
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